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研究に関する専門的素養を醸成するとともに、研究に必要な語学力、コミュニケーション能力、
倫理観を身に付ける

履修モデル – 獣医系大学から東京農工大学に進学する学生の場合 -

黒：岩手大学開講
青：東京農工大学開講
茶：共同開講

共通基盤科目
必修7科目

12単位
自大学 6
相手大学 6

【講義】（必修）
獣医臨床医科学特論A
（比較循環器病学）[2]
獣医臨床医科学特論B
（腫瘍診断治療学）[2]
獣医臨床医科学特論C
（機能再建外科学）[2]

【講義】（必修）
獣医衛生科学特論A
（動物感染症学）[2]
獣医衛生科学特論B
（病原感染因子学）[2]
獣医衛生科学特論C
（動物寄生虫病学）[2]

1 2年次

研究指導科目
必修2科目

4単位（副指導）

【演習】（必修）
獣医臨床医科学特別演習A[8]
獣医臨床医科学特別演習B[2]

【演習】（必修）
獣医衛生科学特別演習A[8]
獣医衛生科学特別演習B[2]

【演習】（必修）
獣医臨床医科学特別演習C[2]

【演習】（必修）
獣医衛生科学特別演習C[2]

研究指導科目
必修1科目

8単位（主指導）

獣医学に関する専門的知識並びに専門外の広範な知識を身に付ける

研究指導を行い、より高度な専門的知識・研究手技を修得する

獣医学学際科目*
選択必修2単位

その他は選択可能

先進動物医療学[1]
動物と人の関係学[1]

獣医臨床科学学外演習
（日本中央競馬会）[1]
獣医学特別演習[1]

獣医衛生科学学外演習
（農研機構）[1]
海外演習A[1]

学外実習にて、学んだことの応用方法を学び、またイノベーション力を身に付ける

1 3年次

「高度獣医療」を基盤とした
臨床研究のできる獣医師・
民間動物病院

修得単位数
所属大学 20-24単位
相手大学 10-14単位

計 34単位以上

講座科目
必修3科目

6単位（指導教員開
講科目）

先端実践科目*
選択必修2単位

その他は選択可能

3～4年次

学際領域特別講義[2]

獣医学基盤講義A[2]、獣医学基盤講義B[2]、研究デザイン演習[2]、研究プレゼンテーション演習
[2]
研究倫理（岩手大）[1]、研究倫理（東京農工大）[1]、科学英語[2]

【講義】（必修）
動物基礎医学特論A
（生殖内分泌学）[2]
動物基礎医学特論B
（動物代謝機能学）[2]
動物基礎医学特論C
（分子細胞生理学）[2]

【演習】（必修）
動物基礎医学特別演習A[8]
動物基礎医学特別演習B[2]

【演習】（必修）
動物基礎医学特別演習C[2]

獣医学特別演習[1]

海外演習A[1]

「基礎獣医学」を基盤とした
研究能力を持つ教育者・飼
料会社研究員

国際感染症防除学[1]
食品衛生管理学[1]

獣医系大学を卒業
「基礎獣医学」を基盤とし、
広範囲の獣医学を理解でき
る教育・研究者を目指す

東京農工大に進学 東京農工大に進学

岩手大学・東京農工大学共
同獣医学科を卒業*
「高度獣医療」を実践する獣
医師を目指す

海外からの留学生で、自国
での獣医学科の教員を目指
す

東京農工大に進学

学位論文〔博士（獣医学）〕

ウマ生殖現象の内分泌学
的調節機構に関する研究

野生動物における未知ウイ
ルスの探索に関する研究

イヌの心臓疾患の疫学と臨
床病理に関する研究

「衛生科学」分野の研究・教
育を行う出身国大学教員・
国立研究機関研究員

*岩手大学・東京農工大学共同獣医学科では、学部6年次に研究倫理及び獣医学学際科目を履修できる

[]単位数

＜34単位修得＞

東京農工大学

＜34単位修得＞ ＜34単位修得＞
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研究に関する専門的素養を醸成するとともに、研究に必要な語学力、コミュニケーション能力、
倫理観を身に付ける

獣医学基盤講義A[2]、獣医学基盤講義B[2]、研究デザイン演習[2]、研究プレゼンテーション演習
[2]
研究倫理（岩手大）[1]、研究倫理（東京農工大）[1]、科学英語[2]

履修モデル – 獣医系大学から岩手大学に進学する学生の場合 -

黒：岩手大学開講
青：東京農工大学開講
茶：共同開講

共通基盤科目
必修7科目

12単位
自大学 6
相手大学 6

【講義】（必修）
獣医臨床医科学特論A
（牛代謝病制御学）[2]
獣医臨床医科学特論B
（動物病理診断学）[2]
獣医臨床医科学特論C
（家畜不妊症防除学）[2]

【講義】（必修）
獣医衛生科学特論A
（ウイルス感染症制御学）[2]
獣医衛生科学特論B
（獣医感染免疫学）[2]
獣医衛生科学特論C
（感染病態解析学）[2]

1 2年次

研究指導科目
必修2科目

4単位（副指導）

【演習】（必修）
獣医臨床医科学特別演習A[8]
獣医臨床医科学特別演習B[2]

【演習】（必修）
獣医衛生科学特別演習A[8] 
獣医衛生科学特別演習B[2]

【演習】（必修）
獣医臨床医科学特別演習C[2]

【演習】（必修）
獣医衛生科学特別演習C [2]

研究指導科目
必修1科目

8単位（主指導）

獣医学に関する専門的知識並びに専門外の広範な知識を身に付ける

研究指導を行い、より高度な専門的知識・研究手技を修得する

獣医学学際科目*
選択必修2単位

その他は選択可能

先進動物医療学[1]
動物と人の関係学[1]

獣医臨床科学学外演習
（日本中央競馬会）[1]
獣医学特別演習[1]

獣医衛生科学学外演習
（国立感染研）[1]
海外演習A[1]

学外実習にて、学んだことの応用方法を学び、またイノベーション力を身に付ける

1 3年次

「高度獣医療」を基盤とした
臨床研究のできる獣医師 ・
農業共済組合

「衛生科学」分野でのリーダ
ーとなる獣医師・動物衛生
研究所

修得単位数
所属大学 20-24単位
相手大学 10-14単位

計 34単位以上

講座科目
必修3科目

6単位（指導教員開
講科目）

先端実践科目*
選択必修2単位

その他は選択可能

3～4年次

学際領域特別講義[2]

獣医系大学を卒業
「産業動物高度獣医療」を
実践する獣医師を目指す

岩手大学・東京農工大学共
同獣医学科を卒業*
「動物衛生」でリーダーとな
る獣医師を目指す

岩手大学に進学

【講義】（必修）
動物基礎医学特論A
（比較組織学）[2]
動物基礎医学特論B
（感覚器形態学）[2]
動物基礎医学特論C
（比較解剖学）[2]

【演習】（必修）
動物基礎医学特別演習A[8]
動物基礎医学特別演習B[2]

【演習】（必修）
動物基礎医学特別演習C [2]

獣医学特別演習[1]

海外演習A[1]

学際領域特別講義[2]

岩手大学に進学

海外からの留学生で、自国
での獣医学科の教員を目指
す

岩手大学に進学

「基礎獣医学」の研究・教育
を行う出身国大学教員・国
立研究機関研究員

学位論文〔博士（獣医学）〕

ブタ気道粘膜の感覚神経
終末の形態に関する研究

東北地方におけるウシ白血
病の流行要因に関する研究

ウシのルーメンアシドーシ
スの制御に関する研究

*岩手大学・東京農工大学共同獣医学科では、学部6年次に研究倫理及び獣医学学際科目を履修できる

[]単位数

＜34単位修得＞ ＜34単位修得＞ ＜34単位修得＞

東京農工大学
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研究に関する専門的素養を醸成するとともに、研究に必要な語学力、コミュニケーション能力、
倫理観を身に付ける

履修モデル – 社会人の獣医師が入学してキャリアアップを目指す場合 -

黒：岩手大学開講
青：東京農工大学開講
茶：共同開講

共通基盤科目
必修7科目

12単位
自大学 6
相手大学 6

【講義】（必修）
獣医臨床医科学特論A
（牛代謝病制御学）[2]
獣医臨床医科学特論B
（動物病理診断学）[2]
獣医臨床医科学特論C
（家畜不妊症防除学）[2]

【講義】（必修）
獣医衛生科学特論A
（獣医衛生学）[2]
獣医衛生科学特論B
（獣医疫学）[2]
獣医衛生科学特論C
（食品衛生学）[2]

1 2年次

研究指導科目
必修2科目

4単位（副指導）

【演習】（必修）
獣医臨床医科学特別演習A[8]
獣医臨床医科学特別演習B[2]

【演習】（必修）
獣医衛生科学特別演習A[8]
獣医衛生科学特別演習B[2]

【演習】（必修）
獣医臨床医科学特別演習C[2]

【演習】（必修）
獣医衛生科学特別演習C[2]

研究指導科目
必修1科目

8単位（主指導）

獣医学に関する専門的知識並びに専門外の広範な知識を身に付ける

研究指導を行い、より高度な専門的知識・研究手技を修得する

獣医学学際科目*
選択必修2単位

その他は選択可能
学際領域特別講義[2]

獣医臨床科学学外演習
（日本中央競馬会）[1]
獣医学特別演習[1]

獣医衛生科学学外演習
（国立感染研）[1]
海外演習A[1]

学外実習にて、学んだことの応用方法を学び、またイノベーション力を身に付ける

1 3年次

「高度獣医療」を基盤とした
臨床研究のできる獣医師・
自らの病院で高度な産業動
物獣医療を提供

「衛生科学」分野でのリーダ
ーとなる獣医師・家畜保健
所で専門知識を活かした研
究活動

修得単位数
所属大学 20-24単位
相手大学 10-14単位

計 34単位以上

講座科目
必修3科目

6単位（指導教員開
講科目）

先端実践科目*
選択必修2単位

その他は選択可能

3～4年次

先進動物医療学[1]
動物と人の関係学[1]

獣医系大学を卒業後、産業
動物獣医師として開業
「高度獣医療」を実践する獣
医師を目指す

獣医系大学を卒業後、公務
員として勤務
「動物衛生」でリーダーとな
る獣医師を目指す

東京農工大に社会人入学

獣医学基盤講義A[2]、獣医学基盤講義B[2]、研究デザイン演習[2]、研究プレゼンテーション演習
[2]
研究倫理（岩手大）[1]、研究倫理（東京農工大）[1]、科学英語[2]

【講義】（必修）
動物基礎医学特論A
（分子毒性病理学）[2]
動物基礎医学特論B
（実験病理学）[2]
動物基礎医学特論C
（細胞生理学）[2]

【演習】（必修）
動物基礎医学特別演習A[8]

動物基礎医学特別演習B[2]

【演習】（必修）
動物基礎医学特別演習C[2]

獣医学特別演習[1]
海外演習A[1]

「基礎獣医学」を基盤とした
研究能力を持つ研究者・製
薬会社で専門知識を活かし
た研究活動

国際感染症防除学[1]
食品衛生管理学[1]

獣医系大学を卒業後、製薬
会社に勤務
「基礎獣医学」を基盤とし、
創薬開発チームのリーダー
となる獣医師を目指す

東京農工大に社会人入学 岩手大学に社会人入学

学位論文〔博士（獣医学）〕

ラット毒性影響の分子メカ
ニズムに関する研究

高病原性鳥インフルエンザの
制御に関する研究

ウシの繁殖制御に関する分
子生物学的研究

[]単位数

＜34単位修得＞ ＜34単位修得＞ ＜34単位修得＞

東京農工大学
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指導体制
主指導教員： 博士論文作成指導を主に行う教員。
第一副指導教員： 主指導教員とともに、博士論文指導を行う自大学の教員。
第二副指導教員： 主指導教員とともに、博士論文指導を行う相手大学の教員。

副指導教員の所属講座は主指導教員と同じ講座でなくとも可とし、学生は広い専門分野の中から指導教員を選ぶ
ことができる。

指導教員が担当する主な科目

全教員

研究デザイン演
習

1年次、2単位

自身の研究計画発表に関する発表資料作成を行い、合同集中講義では実
際に発表を実践するとともに、実験計画について参加者により話し合う。相手
大学学生に対する指導は、遠隔講義システムにより行う。

研究プレゼンテ
ーション演習

2年次、2単位

研究進捗状況の発表に対して発表資料作成を行い、合同集中講義では実
際に発表を実践するとともに、データに対する評価と今後の研究方針について
話し合う。相手大学学生に対する指導は、遠隔講義システムにより行う。

主指導教員
特論A

2単位

教員の専門分野の講
義を受講する。

特別演習A

1-4年次，8単位

研究室での研究活動を指導
する。特に研究計画指導、実
験実施指導、セミナー、学会
での発表指導等を行う。

第一副指導教員

（自大学）

特論B

2単位

教員の専門分野の講
義を受講する。

特別演習B

1年次， 2単位

研究計画指導及び実験実
施指導を行うとともに、セミナ
ー等で研究活動を助言する。

第二副指導教員

（相手大学）

特論C

2単位

教員の専門分野の講
義を受講する。

特別演習C

2年次， 2単位

学生移動等により研究計画
指導及び実験実施指導を行
うとともに、研究活動を助言す
る。

博士論文作成指導の概要

獣医学基盤講義A 獣医学基盤講義B

各講座特別演習A

各講座特別演習B

各講座特別演習C

学
位
論
文
（博
士
）

各講座特論A

各講座特論B

各講座特論C

1 2 3 4

注）特別演習A～Cは研究指導科目。

その他の関連科目
研究倫理： 研究倫理について両大学から教育する。
科学英語： 英語によるコミュニケーション能力等の技法を教育する。
学際領域特別講義： 最新の研究トピックスを通じ、幅広い研究知識を学習する。
獣医学特別演習： 外部講師による講演の聴講、他大学等講演会・シンポジウム等への学生派遣等を単位化する。
海外演習A、B： 学生の海外での活動を単位化する。

研
究
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
演
習

研
究
デ
ザ
イ
ン
演
習

東京農工大学
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○国立大学法人東京農工大学研究倫理委員会細則

(平成17年11月21日17経教細則第13号)

改正 平成19年4月1日 19細則第5号 平成22年4月1日 22細則第2号

平成25年4月1日 25細則第6号 平成27年4月1日細則第12号 

平成28年4月1日規程第7号 

(設置) 

第 1条 国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会規程第8条第5項の規定に基づき、

国立大学法人東京農工大学における研究倫理等について、全学的立場から審議するた

め、国立大学法人東京農工大学全学計画評価委員会研究部会の下部委員会として国立

大学法人東京農工大学研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を置く。 

(審議事項) 

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 研究倫理指針等に関すること。 

(2) ヒトを対象とする医学的・工学的・農学的・生物学的・行動科学的研究等に関す

ること。 

(3) ヒトゲノム・遺伝子解析研究の倫理に関すること。 

(4) その他委員会が、必要と認める事項に関すること。 

2 前項第二号及び第三号の審議事項の取扱い等については別に定める。 

(組織) 

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 理事(学術・研究担当) 

(2) 農学研究院副院長及び工学研究院副院長 

(3) 農学研究院及び工学研究院の教員 各1人 

(4) 国立大学法人東京農工大学特定生物安全管理小委員会要項第3条に規定する安全

主任者 4人 

(5) 保健管理センターの医師 1人 

(6) 研究推進部研究支援課長 

(7) その他次条に規定する委員長が必要と認めた者 

2 前項第4号に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠

員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

(委員長及び副委員長) 

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、前条第1項第1号の理事をもっ

て充て、副委員長は、委員の互選により選出する。 

2 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。 

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 

資料８ 
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(委員会) 

第5条 委員会は、委員長が招集するものとする。 

2 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。 

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

(招集の請求) 

第6条 委員長は、次の各号に掲げる場合は、早急に委員会を招集しなければならない。 

(1) 緊急性のある審議事項が発生した場合 

(2) 委員3分の1以上の請求がある場合 

(委員以外の者の出席) 

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 

(小委員会) 

第8条 委員会に次の小委員会を置き、小委員会所掌事項の審議及び委員会審議事項の原

案策定等を行うとともに、実施における調整及び総括を行う。 

(1) 動物実験小委員会 

(2) その他委員会が必要と認める小委員会 

2 小委員会の委員長は、委員会が選出する。 

3 小委員会の委員構成及び所掌事項は別表のとおりとし、委員会がこれを定める。 

4 小委員会委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

(担当委員) 

第9条 委員長は、特に必要と認める事項があるときは、委員会委員のうちから担当委員

を指名し、当該事項について協議の上決定することができる。この場合、委員長は、

決定事項について、速やかに委員会に報告するものとする。 

(事務) 

第10条 委員会の事務は、研究推進部研究支援課において処理する。 

(雑則) 

第 11 条 この規程に定めるもののほか、委員会において必要な事項は、委員会が定める。 

附 則 

1 この細則は、平成17年11月21日から施行する。 

2 研究・産官学連携委員会細則(16経教細則第4号)は、廃止する。 

附 則(平成19年4月1日 19細則第5号) 

この細則は、平成19年4月1日から施行する。 
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附 則(平成22年4月1日 22細則第2号) 

この細則は、平成22年4月1日から施行する。 

附 則(平成25年4月1日 25細則第6号) 

この細則は、平成25年4月1日から施行する。 

附 則(平成27年4月1日細則第12号) 

この細則は、平成27年4月1日から施行する。 

附 則(平成28年4月1日規程第7号) 

この規程は、平成28年4月1日から施行する。 

別表 

小委員

会名称 

委員構成 所掌事項 

動物実

験小委

員会 

・農学研究院から選出された、動

物実験等に関して優れた識見を有

する教員 3人 

・農学研究院から選出された、実

験動物に関して優れた識見を有す

る教員 3人 

・農学研究院から選出された、そ

の他学識経験を有する教員 1人 

・工学研究院から選出された、動

物実験等に関して優れた識見を有

する教員 1人 

・工学研究院から選出された、実

験動物に関して優れた識見を有す

る教員 1人 

・その他学識経験を有する者とし

て、小委員会が必要と認めた者 

・ 動物実験計画が指針等及び本規程に適合

していることの審議 

・ 動物実験計画の実施状況及び結果に関す

ること 

・ 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関

すること 

・ 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並

びに関係法令等に関する教育訓練の内容又

は体制に関すること 

・ 自己点検・評価に関すること 

その他、動物実験等の適正な実施のための

必要事項に関すること 
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